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雇用保険部会 

「雇用保険制度の見直しについて」報告まとめる 
 

12 月 25 日、労働政策審議会・職業安定分科
会・雇用保険部会は、「雇用保険制度の見直しに

ついて」という報告を取りまとめました。同部

会は本年 11月以降、急激に悪化している雇用失
業情勢を踏まえ、セイフティネット機能の強化

及び雇用保険料率の 2 点について検討を重ねて
きました。 
セイフティネットの強化については、11月 13

日に連合が厚生労働省に対して行った要請行動

を踏まえたものとして、評価できる内容となり

ました。しかし雇用保険料率については、当初

懸念された国庫負担削減は回避されることには

なりましたが、「国民（家計と企業）負担軽減」

の観点から、1年限りの特例として雇用保険料率
の引き下げを同部会として了解することになり

ました。ただし、報告書には「雇用保険料率に

ついて、これを引き下げる場合や引上げる場合

には本来合理的な理由が必要であり、現在の状

況においては、引き下げるべきでない」という

労働側委員の意見を付記しました。 
今後この「報告」に基づき年明けの第 171 通
常国会には雇用保険法の改正案が提出される予

定です。
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報告「雇用保険制度の見直しについて」の主な内容 
 
1.セイフティネット機能の強化について 
①被保険者期間が短い（1 年未満）者であって、希望したにもかかわらず労働契約の更新がされなか
ったため離職した有期雇用者等について、特定受給資格者と同様に被保険者期間 6ヵ月で受給資格
が得られるようにすべきである。 
②被保険者期間が 1年以上 3年未満で希望したにもかかわらず労働契約が更新されなかったため離職
した有期雇用者等の所定給付日数を暫定的（3 年間）に特定受給資格者と同じ取扱いにすべきであ
る。 
③雇用保険は「週 20 時間以上・1 年以上の雇用見込み」という適用基準があるが、「1 年以上の雇用
見込み」を「6ヵ月以上の雇用見込み」に改めるべきである。 
④再就職手当の「所定給付日数の三分の一以上かつ 45 日以上の残日数」があることという受給要件
を暫定的に（3年間）「所定給付日数の三分の一以上」残日数があれば受給要件を満たすこととすべ
きである。 
⑤職業訓練を受講する者に対し、暫定的（3年間）に受講手当の額を引上げる（日額 500円を 700円）
べきである。 

 
2.育児休業給付の見直し 
①育児休業者職場復帰給付金の給付率 20％は、平成 22年 3月 31日までの暫定措置となっているが、
暫定措置を当分の間延長し雇用保険制度として対応を図ることはやむを得ないものと考える。 
②育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金を統合して、休業中に支給することもやむを得な

いものと考える。 
 
3.雇用保険料率について 
特例的に平成 21年度に限り、失業等給付に関わる雇用保険料率について、弾力条項による引き下げ
幅を超えて 0.4%までの幅で引き下げることもやむを得ないものと考える。 


